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議案第１号　　専決処分の承認を求めることについて 

　　　　　　　（令和７年度石川町一般会計補正予算－第７号）　　　･･････　　１ 

 

議案第２号　　石川町旅費条例の全部を改正する条例について　　　･･･････　　２ 

 

議案第３号　　石川町課設置条例の一部を改正する条例　　　　･･･････････　１７ 

 

議案第４号　　石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び 

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例　　　　･･･････　２１ 

 

議案第５号　　石川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　･････　２４ 

 

議案第６号　　石川町固定資産評価審査委員会条例等 

の一部を改正する条例　･･･････････　２６ 

 

議案第７号　　石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

の一部を改正する条例　･･･････････　３０ 

 

議案第８号　　令和７年度石川町一般会計補正予算（第８号）　･･･････････　３２ 

 

議案第９号　　令和７年度石川町後期高齢者医療 

特別会計補正予算（第３号）･････････　３２ 

 

議案第１０号　令和７年度石川町介護保険 

特別会計補正予算（第３号）･････････　３２ 

 

議案第１１号　令和７年度石川町宅地造成事業 

特別会計補正予算（第１号）　･･･････　３３ 

 

議案第１２号　令和８年度石川町一般会計予算　･････････････････････････　３４ 

 

議案第１３号　令和８年度石川町国民健康保険特別会計予算　･････････････　３４ 

 

議案第１４号　令和８年度石川町後期高齢者医療特別会計予算　･･･････････　３４ 

 

議案第１５号　令和８年度石川町介護保険特別会計予算　･････････････････　３５ 

 

議案第１６号　令和８年度石川町母畑財産区特別会計予算　･･･････････････　３５ 

 

議案第１７号　令和８年度石川町中谷財産区特別会計予算　･･･････････････　３５ 



 

議案第１８号　令和８年度石川町土地開発事業特別会計予算　･････････････　３６ 

 

議案第１９号　令和８年度石川町宅地造成事業特別会計予算　･････････････　３６ 

 

議案第２０号　令和８年度石川町水道事業会計予算　･････････････････････　３６ 

 

議案第２１号　石川町過疎地域持続的発展計画について　･････････････････　３７ 

 

議案第２２号　訴えの提起について　　　　　　　　･････････････････････　３８ 

 

議案第２３号　訴えの提起について　　　　　　　　･････････････････････　３９ 

 

議案第２４号　財産の無償貸付について　　　　　　･････････････････････　４０ 

 

議案第２５号　財産の処分について　　　　　　　　･････････････････････　４１ 

 

議案第２６号　指定管理者の指定について　　　　　･････････････････････　４２ 

 

議案第２７号　町道路線の廃止について　　　　　　･････････････････････　４３ 

 

議案第２８号　路線の町道認定について　　　　　　･････････････････････　４４ 
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議案第１号 

 

　専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

令和８年３月５日提出 

石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

専決第１号 

 
専　　決　　処　　分　　書 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により「令和７

年度石川町一般会計補正予算－第７号」を別冊のとおり専決処分する。 
 
令和８年１月１３日 

石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙に係る経費について所要の予算措置を行

ったため。 
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議案第２号 

 

　石川町旅費条例の全部を改正する条例について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年３月５日提出 

石川町長　首　藤　剛　太　郎 
 
 

　 

石川町旅費条例の全部を改正する条例について 

 

石川町旅費条例(昭和４１年条例第１６号)の全部を改正する。 

 

目次 

第１章　総則(第１条―第９条) 

第２章　内国旅行の旅費(第１０条―第２３条) 

第３章　外国旅行の旅費(第２４条) 

第４章　雑則(第２５条―第２９条) 

附則 

 

第1章　総則 

 

(目的) 

第１条　この条例は、町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基

準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的

とする。 

 

(用語の意義) 

第２条　この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 

(１)　町長等　町長、副町長及び教育長をいう。 
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(２)　旅行命令権者　町長、議会の議長その他職員又は職員以外の者に対し旅行を

命令し、依頼し、又は要求する権限を有する者をいう。 

 

(３)　内国旅行　本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する

領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。 

 

(４)　外国旅行　本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)

との間における旅行及び外国における旅行をいう。 

 

(５)　出張　職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場

合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認

める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しく

は居所を離れて旅行することをいう。 

 

(６)　赴任　新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居

所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のた

め旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。 

 

(７)　帰住　職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠となる地に旅行

することをいう。 

 

(８)　家族　内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で

職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職

員と生計を一にするものをいう。 

 

(９)　遺族　死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職

員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

 

(１０)　旅行役務提供者　旅行業者(旅行業法(昭和２７年法律第２３９号)第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号に

おいて「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が



4 

町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供すること

を約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額

を支払うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。)を締結したもの

をいう。 

 

(旅費の支給) 

第3条　職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該

各号に掲げる者に対し旅費を支給する。 

 

(１)　職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員 

 

(２)　職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職

又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員 

 

(３)　職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺

族 

 

(４)　職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の

翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 

 

(５)　職員が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職

員 

 

(６)　職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺

族 

 

２　前項第２号又は第５号の規定に該当する場合において当該職員が地方公務員法

(昭和２５年法律第２６１号)第１６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる

事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定による旅費は、支給しない。 

 

３　職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助す
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るため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償

として旅費を支給する。 

 

４　第１項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必

要がある場合には、旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、他の条

例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行の性質、旅行に要する経費等を考慮し

て、町長が定める。 

 

５　第１項、第３項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行

命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)

を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出

した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるも

のを旅費として支給することができる。 

 

６　第１項、第３項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けな

かった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は

一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費

として支給することができる。 

 

７　第１項及び第３項から第５項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契

約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する

者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相

当するものとして支払うことができる。 

 

(旅行命令等) 

第４条　次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発す

る旅行命令等によって行わなければならない。 

 

(１)　前条第１項第１号の規定に該当する旅行　旅行命令 

 

(２)　前条第３項の規定に該当する旅行　旅行依頼 
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２　旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円

滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合

に限り、旅行命令等を発することができる。 

 

３　旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、

前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第１項若しくは第２項の規定による

旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。 

 

４　旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、電磁的記録(電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。以下この条において同じ。)に当該旅行に関する事項を記録し、こ

れを当該旅行者が電子計算機の映像面で確認できるよう処理して、又は旅行命令書

若しくは旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記

載し、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを処理し、

又は通知するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更

をすることができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに電磁的記録に

当該旅行に関する事項を記録し、これを当該旅行者が電子計算機の映像面で確認で

きるよう処理し、又は旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該

旅行者に通知しなければならない。 

 

５　旅行命令等に係る旅行の電磁的記録の記録事項並びに旅行命令書等の記載事項

及び様式は、規則で定める。 

 

(旅行命令等に従わない旅行) 

第５条　旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等

(前条第３項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同

じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行

命令等の変更の申請をしなければならない。 

 

２　旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合に

は、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変

更の申請をしなければならない。 
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３　旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をした

がその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したと

きは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受

けることができる。 

 

(旅費の種目) 

第６条　旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当、転居費、着後手当、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。 

 

２　鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和６１年法律第９２号)第２条第１項に規定する

鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正１０年法律第７６号)第１条第１項に

規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。

以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。 

 

３　船賃は、船舶(海上運送法(昭和２４年法律第１８７号)第２条第２項に規定する

船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定

めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。 

 

４　航空賃は、航空機(航空法(昭和２７年法律第２３１号)第２条第１８項に規定す

る航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則

で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とする。 

 

５　その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とす

る。 

 

６　宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とする。 

 

７　包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とする。 

 

８　宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とする。 

 

９　転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第１９条第１項各号に規定する場合の
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家族の転居に要する費用を含む。)とする。 

 

１０　着後手当は、赴任に伴う転居に必要な滞在及び住所又は居所の移転に要する費

用とする。 

 

１１　家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とする。 

 

１２　渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とする。 

 

１３　死亡手当は、職員の外国における死亡(第３条第１項第６号に規定する場合に

限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とする。 

 

(旅費の計算) 

第７条　旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条、第１０条から

第１９条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法に

より旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は、天災その他やむ

を得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、

その現によった経路及び方法によって計算する。 

 

(区分計算) 

第８条　移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通

費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必

要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して

計算する。 

 

(証人等の旅費) 

第９条　第３条第３項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合

を除くほか、規則で定める。 

 

第２章　内国旅行の旅費 
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(鉄道賃) 

第１０条　鉄道賃の額は、次に掲げる費用(第２号から第６号までに掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とする

ものに限る。)の額の合計額とする。 

 

(１)　運賃 

 

(２)　急行料金 

 

(３)　寝台料金 

 

(４)　座席指定料金 

 

(５)　特別車両料金(町長等に限る。) 

 

(６)　前各号に掲げる費用に付随する費用 

 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動

する場合は最下級(町長等が移動するときは、最上級)の運賃の額とする。 

 

(船賃) 

第１１条　船賃の額は、次に掲げる費用(第２号から第５号までに掲げる費用は、第

１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするも

のに限る。)の額の合計額とする。 

 

(１)　運賃 

 

(２)　寝台料金 

 

(３)　座席指定料金 

 

(４)　特別船室料金(町長等に限る。) 
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(５)　前各号に掲げる費用に付随する費用 

 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動

する場合は最下級(町長等が移動するときは、最上級)の運賃の額とする。 

 

(航空賃) 

第１２条　航空賃の額は、次に掲げる費用(第２号及び第３号に掲げる費用は、第１

号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするもの

に限る。)の額の合計額とする。 

 

(１)　運賃 

 

(２)　座席指定料金 

 

(３)　前２号に掲げる費用に付随する費用 

 

２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移

動する場合は最下級(町長及び副町長が移動するときは、最上級)の運賃の額とする。 

 

(その他の交通費) 

第１３条　その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第２号から第４号までに掲げる

費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。 

 

(１)　道路運送法(昭和２６年法律第１８３号)第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送

を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 

 

(２)　道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供

する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を

利用する移動に要する運賃 

 

(３)　前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可
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を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要す

る費用 

 

(４)　前３号に掲げる費用に付随する費用 

 

２　前項第３号に規定するその他の移動に直接要する費用のうち、規則で定める自動

車を使用して旅行する場合の移動に直接要する費用は、次項により計算した路程に、

１キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額とする。 

 

３　前項の路程は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に

１キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、第８条の規定により

区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。 

 

(宿泊費) 

第１４条　宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和６年政令第

３０６号。以下「施行令」という。)第９条本文の規定により国家公務員等に支給さ

れる宿泊費の額を基準として規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とす

る。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当

該宿泊に要する費用の額とする。 

 

(包括宿泊費) 

第１５条　包括宿泊費の額は、移動に係る第１０条から第１３条までの規定による交

通費の額及び宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

 

(宿泊手当) 

第１６条　宿泊手当の額は、施行令第１１条の規定により国家公務員等に支給される

宿泊手当の額を基準として規則で定める１夜当たりの定額とする。 

 

(転居費) 

第１７条　転居費の額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される

額とする。 
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(着後手当) 

第１８条　着後手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

 

(１)　５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額

に相当する額 

 

(２)　赴任に伴う住所又は居所の移転に際し自ら居住するための住宅(貸間を含み、

公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受ける場合にあっては、当該借り

受ける住宅に係る家賃の月額等を勘案して規則で定める額 

 

(家族移転費) 

第１９条　家族移転費の額は、次に掲げる額とする。 

 

(１)　赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同

じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ごとに、職員がその移転を

するものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当及び着後手当(前条第1号に係る部分に限る。)の合計額に相当

する額 

 

(２)　前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年

以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった

場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規

定に準じて算定した額 

 

２　旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、

前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

 

(近距離の転居に係る転居費等の制限) 

第２０条　同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する

全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、公舎への入居又は退去

を命ぜられて赴任する場合(旅行命令権者がこれに準ずる場合として町長の承認を

得て定める場合を含む。)を除くほか、転居費、着後手当及び家族移転費は支給しな
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い。 

 

(旅費の支給額の上限) 

第２１条　鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相

当する部分を含み、第１３条第２項に規定する費用を除く。)に係る旅費の支給額

は、第１０条第１項各号、第１１条第１項各号、第１２条第１項各号及び第１３条

第１項各号に掲げる各費用について、当該各条(第１３条第２項及び第３項を除

く。)及び第７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用

ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

 

１　宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後手当(宿泊費に相当する部分に限る。)及び家

族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目に

ついて第１４条、第１５条、第１７条、第１８条及び第２０条第１項並びに第７条

の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少

ない額を合計した額とする。 

 

(退職者等の旅費) 

第２２条　第３条第１項第２号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から

３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則

で定めるものとする。 

 

２　前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定

する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するもの

を加えるものとする。 

 

３　任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定する期

間を延長することができる。 

 

(遺族の旅費) 

第２３条　第３条第１項第３号又は第４号の規定により支給する旅費は、出張又は赴

任の例に準じて規則で定めるものとする。 
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第３章　外国旅行の旅費 

 

(外国旅行の旅費) 

第２４条　第３条第１項第１号、第５号又は第６号の規定により外国旅行の職員又は

その遺族に対し支給する旅費については、この条例に定めるものを除くほか、旅行

命令権者が町長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は、当該旅行の

性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより

受けることができる額を超えることができない。 

 

第４章　雑則 

 

(旅費の調整) 

第２５条　この条例の規定による旅費を支給するときにおいて不当に旅行の実費を

超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、その実費を

超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないもの

とする。 

 

２　前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。 

 

第２６条　旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費によること

が適当でないと認める旅行者については、町長の承認を得て定める旅費を支給する

ことができる。 

 

(旅費の特例) 

第２７条　旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和２２年法律第４９号)第１

５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規

定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同

項若しくは同条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定

による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支

給するものとする。 

 

 



15 

(旅費の返納) 

第２８条　旅費又は旅費に相当する金額の支出又は支払をする者(以下「支出権者」

という。)は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定

に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費

又は当該金額を返納させなければならない。 

 

２　旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた

場合には、支出権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出権者がその後にお

いてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する

金額を差し引くことができる。 

 

３　前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

 

(実施規定) 

第２９条　この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附　則 

(施行期日) 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

(経過措置) 

２　改正後の石川町旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)以後に新条例第２条第２号に規定する旅行命令権者が

新条例第３条第５項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第３条第４項

の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の石川

町旅費条例(以下「旧条例」という。)第２条第１項第２号に規定する旅行命令権者

が旧条例第３条第４項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の

例による。ただし、施行日前に旧条例第２条第１項第２号に規定する旅行命令権者

が旧条例第３条第４項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第

２条第２号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第３項の規定により当該旅行

命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日

以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に
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対応する分については、なお従前の例による。 

 

３　新条例第３条第１項第２号から第６号までの規定は、施行日以後に退職等となっ

た場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡

した場合については、なお従前の例による。 

 

４　新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、

第３項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適

用し、旧条例第３条第１項及び第３項の規定により旅費の支給を受けることができ

る場合については、なお従前の例による。 

 

５　新条例第２８条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の

支給を受けた場合について適用する。 

 

(規則への委任) 

６　附則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経

過措置は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことを受け

て国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減及び町費の適正

な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずるため。 
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議案第３号 
 

　　　石川町課設置条例の一部を改正する条例 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎　　　 
 
 
 

石川町課設置条例の一部を改正する条例 
 

石川町課設置条例（昭和５４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 
 現行 改正案

 
（課の設置） （課の設置）

 
第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、町

長の権限に属する事務を分掌させるため、

次の課を置く。

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、町

長の権限に属する事務を分掌させるため、

次の課を置く。

 
総務課 総務課

 
企画商工課 企画政策課

 
税務課 税務課

 
町民課 町民課

 
防災環境課 防災環境課

 
保健福祉課 保健福祉課

 
農政課    産業振興課

 
都市建設課 都市建設課

 
（課の分掌事務） （課の分掌事務）

 
第２条　各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

第２条　各課の分掌事務は、次のとおりとす

る。

 
総務課 総務課

 
（１）　広報及び広聴に関する事項 （１）　広報及び広聴に関する事項

 
（２）　議会及び町の行政一般に関する

事項

（２）　議会及び町の行政一般に関する

事項

 
（３）　条例の制定及び改廃に関する事

項

（３）　条例の制定及び改廃に関する事

項

 
（４）　選挙管理委員会に関する事項 （４）　選挙管理委員会に関する事項

 
（５）　職員の人事及び給与に関する事 （５）　職員の人事及び給与に関する事
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現行 改正案

 
項 項

 
（６）　町の予算その他財務に関する事

項

（６）　町の予算その他財務に関する事

項

 
（７）　物品等の検査に関する事項 （７）　物品等の検査に関する事項

 
（８）　入札参加者の資格審査及び工事

等の入札に関する事項

（８）　入札参加者の資格審査及び工事

等の入札に関する事項

 
（９）行政運営の合理化に関する事項

 
（１０）情報管理に関する事項

 
（９）　他課の所管に属しない事項  （１１）　他課の所管に属しない事項

 
企画商工課 企画政策課

 
（１）　町勢振興及び総合企画に関する

事項

（１）　町勢振興及び総合企画に関する

事項

 
（２）　広域行政に関する事項 （２）　広域行政に関する事項

 
（３）　地域の振興施策に関する事項 （３）　地域の振興施策に関する事項

 
（４）　行政区に関する事項 （４）　行政区に関する事項

 
（５）　統計に関する事項 （５）　統計に関する事項

 
（６）　公有財産の取得及び管理に関す

る事項

（６）　公有財産の取得及び管理に関す

る事項

 
（７）　行政運営の合理化に関する事項

 
（８）　情報管理に関する事項

 
（９）　商工業に関する事項

 
（１０）　観光及び物産に関する事項

 
（１１）　物品等の検査に関する事項 （７）　物品等の検査に関する事項  

 
税務課 税務課

 
（１）　町税の賦課、徴収及びその他の

税に関する事項

（１）　町税の賦課、徴収及びその他の

税に関する事項

 
（２）　固定資産の評価に関する事項 （２）　固定資産の評価に関する事項

 
（３）　国土調査に関する事項 （３）　国土調査に関する事項

 
町民課 町民課

 
（１）　戸籍及び住民基本台帳に関する

事項

（１）　戸籍及び住民基本台帳に関する

事項

 
（２）　外国人登録及び永住許可に関す

る事項

（２）　外国人登録及び永住許可に関す

る事項

 
（３）　印鑑登録及び各種証明に関する

事項

（３）　印鑑登録及び各種証明に関する

事項
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現行 改正案

 
（４）　国民年金に関する事項 （４）　国民年金に関する事項

 
（５）　国民健康保険に関する事項 （５）　国民健康保険に関する事項

 
（６）　医療費の助成に関する事項 （６）　医療費の助成に関する事項

 
（７）　老人保健に関する事項 （７）　老人保健に関する事項

 
（８）　現金及び物品の出納保管に関す

る事項

（８）　現金及び物品の出納保管に関す

る事項

 
防災環境課 防災環境課

 
（１）　消防及び防災に関する事項 （１）　消防及び防災に関する事項

 
（２）　交通安全及び防犯対策に関する

事項

（２）　交通安全及び防犯対策に関する

事項

 
（３）　環境対策に関する事項 （３）　環境対策に関する事項

 
保健福祉課 保健福祉課

 
（１）　社会福祉に関する事項 （１）　社会福祉に関する事項

 
（２）　介護保険に関する事項 （２）　介護保険に関する事項

 
（３）　保健衛生に関する事項 （３）　保健衛生に関する事項

 
農政課 産業振興課

 
（１）　農林水産及び畜産に関する事項 （１）　農林水産及び畜産に関する事項

 
（２）　土地基盤整備に関する事項 （２）　土地基盤整備に関する事項

 
（３）　林業用施設に関する事項 （３）　林業用施設に関する事項

 
（４）　農業用用排水路に関する事項 （４）　農業用用排水路に関する事項

 
（５）　農道及び林道に関する事項 （５）　農道及び林道に関する事項

 
（６）　商工業に関する事項

 
（７）　観光及び物産に関する事項

 
（６）　道の駅に関する事項 （８）　道の駅に関する事項

 
（７）　工事等の検査に関する事項 （９）　工事等の検査に関する事項

 
都市建設課 都市建設課

 
（１）　都市計画に関する事項 （１）　都市計画に関する事項

 
（２）　公園の計画及び整備に関する事

項

（２）　公園の計画及び整備に関する事

項

 
（３）　下水道に関する事項 （３）　下水道に関する事項

 
（４）　住宅及び宅地造成に関する事項 （４）　住宅及び宅地造成に関する事項

 
（５）　道路及び河川に関する事項 （５）　道路及び河川に関する事項

 
（６）　工事等の検査に関する事項 （６）　工事等の検査に関する事項
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　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

行政機構変更等に伴い、条例を整備する必要があるため。 
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議案第４号 
 

　　　石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 
の一部を改正する条例 

 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　首藤　剛太郎　　　 
 
 
 

石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 
の一部を改正する条例 
 

石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 
 現行 改正案

 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

 
（単位　円） （単位　円）

  
区分 報酬等の額

 
教育委員会委員 年額 242，000

 
農業委員会 会長 年額 269，000

 
能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

同職務 
代理者

年額 242，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

委員 年額 228，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

農地利用最

適化推進 
委員

年額 228，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

監査委員 代表監査 
委員

年額 269，000

 
議会選任 
監査委員

年額 242，000

 
固定資産評価審査委員 日額 5，700

 
選挙管理委員委員長 年額 127，000

 
区分 報酬等の額

 
教育委員会委員 年額 242，000

 
農業委員会 会長 年額 269，000

 
能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

同職務 
代理者

年額 242，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

委員 年額 228，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

農地利用最

適化推進 
委員

年額 228，000
 

能率

給

予算の範囲内で

町長が定める額
 

監査委員 代表監査 
委員

年額 269，000

 
議会選任 
監査委員

年額 242，000

 
固定資産評価審査委員 日額 7，000

 
選挙管理委員委員長 年額 127，000
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現行 改正案

 

 
附表１ 附表１

 
（単位　円） （単位　円）

 

 会 委員 年額 107，000
 

選挙長 国の選挙の基準によ

る。  
投票管理者

 
開票管理者

 
投票立会人

 
開票立会人

 
選挙立会人

 
交通教育専門員 年額 272，000

 
各種委員 日額 5，700

 
行政区長 附表1による。

 
組長

 
学校医 附表2による。

 
学校薬剤師

 
保育所嘱託医内科 年額 73，000

 
歯科 年額 50，000

 
介護認定 
審査会

医師の委員日額 25，000
 

その他の委

員

日額 10，000

 
障害程度区分

認定審査会

医師の委員日額 25，000
 

その他の委

員

日額 8，000

 
教育支援 
委員会

医師の委員日額 20，000
 

持回

り審

議

5，000

 
鳥獣被害対策実施隊隊員 年額 50，000

 
行政不服審査会委員 日額 5，700

 会 委員 年額 107，000
 

選挙長 国の選挙の基準によ

る。  
投票管理者

 
開票管理者

 
投票立会人

 
開票立会人

 
選挙立会人

 
交通教育専門員 年額 272，000

 
各種委員 日額 7，000

 
行政区長 附表1による。

 
組長

 
学校医 附表2による。

 
学校薬剤師

 
保育所嘱託医内科 年額 73，000

 
歯科 年額 50，000

 
介護認定 医師の委員日額 25，000

 
その他の委

員

日額 10，000

 
障害程度区分

認定審査会

医師の委員日額 25，000
 

その他の委

員

日額 8，000

 
教育支援 
委員会

医師の委員日額 20，000
 

持回

り審

議

5，000

 
鳥獣被害対策実施隊隊員 年額 50，000

 
行政不服審査会委員 日額 7，000

 
行政区長報酬（年額） 組長報酬

（年額）
 

基

本

割

世帯数 金額 世

帯

割

1世帯当り　7
50

基

本

割

5，300
 

（世

帯） 
50以下

137，0
00

 51～ 
100

141，0
00

 
行政区長報酬（年額） 組長報酬

（年額）
 

基

本

割

世帯数 金額 世

帯

割

1世帯当り　7
50

基

本

割

5，300
 

（世

帯） 
50以下

137，0
00

 51～ 
100

141，0
00
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附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

提案理由 

近年の物価高騰等を鑑み、物価上昇率等を踏まえた適正な水準へと是正する必要があ

るため。 

現行 改正案

 

 
附表２ 附表２

 
（単位　円） （単位　円）

 

 101～ 
200

154，0
00

面

積

割

1km2当り　

2，700
世

帯

割

1世帯当

り　430
 201～ 

300
163、0

00
 301～ 

500
169，0

00
距

離

割

5km未

満5km
以上～

10km
未満1
0km以

上

4，60
0 

6，80
0 

9，00
0

 501 
以上

193，0
00

 101～ 
200

154，0
00

面

積

割

1km2当り　

2，700
世

帯

割

1世帯当

り　430
 201～ 

300
163，0

00
 301～ 

500
169，0

00
距

離

割

5km未

満5km
以上～

10km
未満1
0km以

上

4，60
0 

6，80
0 

9，00
0

 501以
上

193，0
00

 
学校医報酬（年額） 学校薬剤師報酬 

（年額）
 

児童生徒数 金額 1校当り　15，000
 

（人） 
100以下

73，000

 101以上 100人を超えた

児童生徒数1人
当たりに120円
を乗じて得た額

に73，000円を

加算した額

 
学校医報酬（年額） 学校薬剤師報酬 

（年額）
 

児童生徒数 金額 1校当り　15，000
 

（人） 
100以下

73，000

 101以上 100人を超えた

児童生徒数1人
当たりに120円
を乗じて得た額

に73，000円を

加算した額
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議案第５号 

 

石川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

　上記の議案を提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

石川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

石川町職員の給与に関する条例（昭和４１年条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 

 

 現行 改正案

 
（通勤手当） （通勤手当）

 
第１２条　（略） 第１２条　（略）

 
２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。

２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。

 
（１）　（略） （１）　（略）

 
（２）　前項第２号に掲げる職員　職員の

自動車等の使用距離に応じ、支給単位期

間につき、７０，６００円を超えない範

囲内で町長が規則で定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して町長が規

則で定める職員にあっては、その額か

ら、その額に町長が規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額）

（２）　前項第２号に掲げる職員　職員の

自動車等の使用距離に応じ、支給単位期

間につき、７７，０００円を超えない範

囲内で町長が規則で定める額（定年前再

任用短時間勤務職員のうち、支給単位期

間当たりの通勤回数を考慮して町長が規

則で定める職員にあっては、その額か

ら、その額に町長が規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額）

 
（３）　（略） （３）　（略）

 
３～７　（略） ３～７　（略）
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附　則 
この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

ガソリン価格の変動等を勘案し、職員の自動車等の使用距離に応じて定める通勤手当

額の限度額を改めるため。 
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議案第６号 

 

石川町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例 

 

　上記の議案を提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

石川町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例 

 

（石川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条　石川町固定資産評価審査委員会条例（昭和３０年条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

 

 

　（石川町議会に出頭した証人及び公聴会に参加したる者に対する費用弁償に関

する条例の一部改正） 

第２条　石川町議会に出頭した証人及び公聴会に参加したる者に対する費用弁

償に関する条例（昭和３０年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 現行 改正案

 
（関係者に対する費用の弁償） （関係者に対する費用の弁償）

 
第１５条　法第４３３条第７項の規定によっ

て関係者（審査申出人及び町長を除く。）に

対し出席及び証言を求めた場合において

は、当該関係者に対して、石川町一般職の

職員等の旅費に関する条例（昭和４１年石

川町条例第１６号）の規定によって旅費を

支給するものとする。

第１５条　法第４３３条第７項の規定によっ

て関係者（審査申出人及び町長を除く。）に

対し出席及び証言を求めた場合において

は、当該関係者に対して、石川町旅費条例

（令和８年石川町条例第●号）           
              　   の規定によって旅費を

支給するものとする。
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（石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

第３条　石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

 

（石川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条　石川町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４９年条例第２

３号）の一部を次のように改正する。 

 

 現行 改正案

 
第２条　旅費額及びその支給方法について

は、石川町旅費条例（昭和４１年条例第１

６号）  に定めてある規定を準用する。た

だし、その定額については、町長等以外の

職務にある者に相当する定額とする。

第２条　旅費額及びその支給方法について

は、石川町旅費条例（令和８年石川町条例

第●号）に定めてある規定を準用する。た

だし、その定額については、町長等以外の

職務にある者に相当する定額とする。

 現行 改正案

 
（費用弁償） （費用弁償）

 
第４条　（略） 第４条　（略）

 
２　前項の規定により支給する旅費の額は、

別表に特に定めがない限り石川町旅費条例

（昭和４１年条例第１６号。以下「旅費条

例」という。）の規定による町長等以外の職

務にある者の例による。

２　前項の規定により支給する旅費の額は、

別表に特に定めがない限り石川町旅費条例

（令和８年石川町条例第●号）           
             の規定による町長等以外の職

務にある者の例による。

 
３・４　（略） ３・４　（略）

 現行 改正案

 
（費用弁償） （費用弁償）

 
第３条　（略） 第３条　（略）

 
２　前項の規定により支給する旅費の額は、

石川町旅費条例（昭和４１年条例第１６

号）別表第１中「町長等以外の職務にある

者」の項に準じ     、その支給方法につい

ては、同条例の規定を準用する。

２　前項の規定により支給する旅費の額は、

石川町旅費条例（令和８年石川町条例第●

号）に規定する町長等以外の職務にある者

の例によるものとし、その支給方法につい

ては、同条例の規定を準用する。
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（石川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条　石川町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（昭和

５１年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 

第６条　石川町語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例（昭和６３年条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

 

 

（石川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第７条　石川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例

第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 現行 改正案

 
第６条　（略） 第６条　（略）

 
２　前項で定める旅費については、石川町旅

費条例（昭和４１年条例第１６号）別表の

うち  町長等に支給する旅費の例による。

２　前項で定める旅費については、石川町旅

費条例（令和８年石川町条例第●号）に規

定する町長等に支給する旅費の例による。

 
３　（略） ３　（略）

 現行 改正案

 
（旅費） （旅費）

 
第８条　外国青年に対する旅費の支給につい

ては、石川町一般職の職員等の旅費に関す

る条例（昭和４１年石川町条例第１６号）

の規定の例による。

第８条　外国青年に対する旅費の支給につい

ては、石川町旅費条例（令和８年石川町条

例第●号）                            
の規定の例による。

 
２　（略） ２　（略）

 現行 改正案

 
（公務のための旅行に係る費用弁償） （公務のための旅行に係る費用弁償）

 
第２９条　（略） 第２９条　（略）

 
２　旅行に係る費用弁償の額は、石川町旅費

条例（昭和４１年条例第１６号）  の規定

の適用を受ける職員の例による。この場合

において、パートタイム会計年度任用職員

２　旅行に係る費用弁償の額は、石川町旅費

条例（令和８年石川町条例第●号）の規定

の適用を受ける職員の例による。この場合

において、パートタイム会計年度任用職員
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附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

　国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことを受け

て所要の改正を行うため。 

現行 改正案

 
の職務は、給与条例第３条に規定する別表

第１における２級以下に相当するものとす

る。

の職務は、給与条例第３条に規定する別表

第１における２級以下に相当するものとす

る。
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議案第７号 

 

石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

　上記の議案を提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 
 
石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 
 
 

 

　　附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 

 現行 改正案

 
（通勤手当） （通勤手当）

 
第１４条　（略） 第１４条　（略）

 
２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。

２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。

 
（１）　（略） （１）　（略）

 
（２）　前項第２号に掲げる職員　職員の

自動車等の使用距離に応じ、支給単位期

間につき、７０，６００円を超えない範

囲内で管理者が規程で定める額（定年前

再任用短時間勤務職員のうち、支給単位

期間当たりの通勤回数を考慮して管理者

が別に定める職員にあっては、その額か

ら、その額に管理者が別に定める割合を

乗じて得た額を減じた額）

（２）　前項第２号に掲げる職員　職員の

自動車等の使用距離に応じ、支給単位期

間につき、７７，０００円を超えない範

囲内で管理者が規程で定める額（定年前

再任用短時間勤務職員のうち、支給単位

期間当たりの通勤回数を考慮して管理者

が別に定める職員にあっては、その額か

ら、その額に管理者が別に定める割合を

乗じて得た額を減じた額）

 
（３）　（略） （３）　（略）

 
３～７　（略） ３～７　（略）
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提案理由 

ガソリン価格の変動等を勘案し、職員の自動車等の使用距離に応じて定める通勤手

当額の限度額を改めるため。 
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議案第８号 

 

令和７年度石川町一般会計補正予算（第８号） 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号 

 

令和７年度石川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１０号 

 

令和７年度石川町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 
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議案第１１号 

 

令和７年度石川町宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 
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議案第１２号 

 

令和８年度石川町一般会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３号 

 

令和８年度石川町国民健康保険特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１４号 

 

令和８年度石川町後期高齢者医療特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 
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議案第１５号 

 

令和８年度石川町介護保険特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 
 
議案第１６号 

 

令和８年度石川町母畑財産区特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１７号 

 

令和８年度石川町中谷財産区特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 
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議案第１８号 
 

令和８年度石川町土地開発事業特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１９号 

 

令和８年度石川町宅地造成事業特別会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２０号 

 

令和８年度石川町水道事業会計予算 

 

　上記の議案を別冊のとおり提出する。 

 

　　令和８年３月５日提出 
石川町長　首　藤　剛　太　郎 
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議案第２１号 

 

石川町過疎地域持続的発展計画について 
 
上記の議案を提出する。 

 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 

 

石川町過疎地域持続的発展計画について 

 

　 
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第

８条第１項の規定により、石川町過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定め

ることについて、議会の議決を求める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
令和８年度から令和１２年度までの５か年を計画期間とする石川町過疎地域

持続的発展計画を定めるため。 
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議案第２２号 
 

訴えの提起について 
 
上記の議案を提出する。 

 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 

 

訴えの提起について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、

次のとおり訴えを提起することについて、議会の議決を求める。 

 
１　訴えの相手方 
　　　住所　 
　　　氏名　 
 
　　　住所　 
　　　氏名　 
 
　　　住所　 
　　　氏名　 
 
 
２　訴えの内容 
　　　石川駅前駐車場に長期にわたり駐車する自動車を撤去し土地を明け渡 

すこと。 
　　　また、訴訟費用の負担並びに仮執行宣言を求めるもの。 
 
 
３　本件に関する取扱い 
　　　本件の訴訟は、弁護士に委任する。 
 
 
４　対象自動車 
　（１）車両番号　 
　（２）所有者　　 
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議案第２３号 
 

　　　訴えの提起について 
 
上記の議案を提出する。 

 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 

 

訴えの提起について 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、

次のとおり訴えを提起することについて、議会の議決を求める。 

 
１　訴えの相手方 
　　　住所　 
　　　氏名　 
 
２　訴えの内容 
　　　野木沢駅前駐車場に長期にわたり駐車する自動車を撤去し土地を明け渡 

すこと。 
　　　また、訴訟費用の負担並びに仮執行宣言を求めるもの。 
 
 
３　本件に関する取扱い 
　　　本件の訴訟は、弁護士に委任する。 
 
 
４　対象自動車 
　（１）車両番号　 
　（２）所有者　 
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議案第２４号 
 
　　　財産の無償貸付について 
 
上記の議案を提出する。 

 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 

 

財産の無償貸付について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、

次の財産を無償で貸し付けることについて、議会の議決を求める。 

 

１　貸付する財産 

　 

　　（１）土地 

　　　　所　在　　石川郡石川町大字中田字八又３９６番地の１外 
　　　　地　目　　宅地、山林、雑種地 
　　　　面　積　　９，９６４㎡ 

（２）建物 

　　　　建物名　　旧中谷第二小学校　校舎等（体育館、機械室を除く） 
　　　　構造等　　校　　舎　　木造（一部ＲＣ造）１階建て　１，８３０㎡ 
　　　　　　　　　プール棟　　鉄骨造　１階建て　７５．９６㎡ 
　　　　延床面積　１，９０５．９６㎡ 

 

２　貸付目的 

　　　地域内外の交流拠点としての活用を図ることで、新しい人の流れや安定 
した雇用を創出するとともに、地域コミュニティの活性化に資することを 
目的とする。　 

 

３　貸付期間 

　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日 

 

４　貸付の相手先 

　　　石川郡石川町大字中田字田ノ作１８０番地 
　　　一般社団法人ひとくらす　代表理事　三森孝浩 
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議案第２５号 
 
　　　財産の処分について 
 
上記の議案を提出する。 

 
　　令和８年３月５日提出 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 
 

財産の処分について 
 
下記の土地を工場用敷地として売却することについて、石川町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会

の議決を求める。 
 

記 
 
１．所　在　地　　福島県石川郡石川町大字沢井字藤沢９３番２３ 
 
２．地　　　目　　宅地 
 
３．面積、売却価格及び売却の相手方 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
売却の相手方

面積（平方メート

ル）
売却金額（円）

 福島県石川郡石川町大字沢井 

字藤沢９５番地の１８ 

株式会社エヌ・ティー・エス 

代表取締役　生田目 政広

８，７１２．５７ ６０，５８７，２１１
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議案第２６号 
 
　　　指定管理者の指定について 
 
　上記の議案を提出する。 
 
　　令和８年３月５日提出 

石川町長　　首 藤　剛 太 郎　　　 
 
 
 
 
 

指定管理者の指定について 
 
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１．指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

 

石川町共同福祉施設 

 

２．指定管理者となる団体の名称 

 

石川町商工会 

 

３．指定の期間 

 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日 
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議案第２７号 
 
　　　町道路線の廃止について 
 
上記の議案を提出する。 

 
令和８年３月５日提出 

 
石川町長　　首 藤　剛 太 郎 

 
 
 

町道路線の廃止について 
 

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、下記の町

道路線を廃止するため、議会の議決を求める。 
 

記 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
本路線の終点部に隣接する用地が町に寄付されたため、これを含めて新たに

再認定するため。  

 
路　線　名 起　　点 終　　点

 
町道２０９８号線

石川町大字塩沢字大日向７２番

地先

石川町大字塩沢字大日向８３番

１１５地先
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議案第２８号 
 
　　　路線の町道認定について 
 
上記の議案を提出する。 
 

令和８年３月５日提出 
 

石川町長　　首 藤　剛 太 郎 
 
 

 
路線の町道認定について 

 
　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、下記のとお

り路線を町道認定するため、議会の議決を求める。 
 

記 
 

 
路　線　名 起　　点 終　　点

 
町道１２２７号線

石川町字簗瀬 
４３１－３番地先

石川町字簗瀬４３１－２番

地先
 

町道２０９８号線
石川町大字塩沢字大日向 
７２番地先

石川町大字塩沢字大日向 
８３－２８番地先

 
町道２１１６号線

石川町大字母畑字樋田 
９９－１番地先

石川町大字母畑字樋田 
４５－５番地先

 
町道２１１７号線

石川町字矢ノ目田 
２１－３６番地先

石川町字矢ノ目田 
２１－２５番地先

 
町道２１１８号線

石川町字矢ノ目田 
２１－１番地先

石川町字矢ノ目田 
２１－３９番地先

 
町道３０８０号線

石川町大字湯郷渡字前ノ内 
９７－１番地先

石川町大字湯郷渡字前ノ内 
１０４－１番地先

 
町道３０８１号線

石川町大字双里字谷津 
８２－６５番地先

石川町大字双里字谷津 
８２－６５番地先

 
町道３０８２号線

石川町大字双里字谷津 
８２－６１番地先

石川町大字双里字谷津 
８２－６１番地先

 
町道３０８３号線

石川町大字双里字谷津 
８２－５７番地先

石川町大字双里字谷津 
８２－５７番地先

 
町道３０８４号線

石川町大字双里字谷津 
８２－５３番地先

石川町大字双里字谷津 
８２－５４番地先
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提案理由 
　新規に道路改良された路線や宅地造成した団地内道路及び民間事業者等から

町に譲渡された主要道路を町道認定するため。

 
路　線　名 起　　点 終　　点

 
町道４１５３号線 石川町字下泉２３１番地先

石川町字南町４９－１番地

先


